
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

裏面「3 就学援助の申請要件」に該当する世帯は、下記いずれかの方法で申請してください。 

① オンライン申請 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 窓口申請 

小学校、中学校にお子さまがいる場合はいずれかの学校で申請してください。 

 

 

 

 

 

 

 

（注※）この期間に申請できなかった世帯は随時受付しますが、申請月と申請要件により支給開始月が 

異なります。支給開始月により、入学準備金等の一部支給費目が対象外となることがありますので 

ご了承ください。 

 

 

①裏面「3 就学援助の認定要件」別の証明書類 

②申請書（学校で配布 または 福岡市HPからダウンロード可能） 

③通帳もしくはキャッシュカード 

※前年度から継続して申請する世帯で、前年度と同じ口座を使用する場合は不要です。 

 

令和６年４月から小・中学校に通学予定のお子さまをもつ保護者さまへ 

『就学援助』制度では 

経済的な理由により、学用品代などの支払いに 

お困りの世帯に対して 

学用品費・給食費・入学準備金などの 

支援を行っています！ 

【裏面あり】 

『就学援助』の制度をご存じですか？ 

オンライン申請はこちら！ 

 
右のQRコードを読み取り 

または 「福岡市 ネットで手続き」で検索 

※受付期間 令和６年 3月１日（金）10：00 

 ～令和６年 5月３１日（金） 

（注※）オンライン申請には一部例外があります。 

詳しくは福岡市 HPをご覧ください。 

1 申請方法・受付期間 

2 申請に必要な書類 

２４時間受付可能！ 



 

 

次の①～⑦の要件のいずれかひとつに該当すれば、就学援助を受けることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・就学援助の申請は毎年度必要です。 

・令和６年４月に小・中学校に入学予定のお子さまをもつ世帯で、令和６年１月に申請し「認定」

となった世帯は申請不要です。（審査結果は 3月中旬送付） 

詳細は福岡市 HPをご覧ください。 

右のQRコードを読み取りまたは 

「福岡市 就学援助」で検索 

【問い合わせ先】 

城南小学校（TEL：092-851-5154） 

または 教育委員会教育支援課 

（TEL：092-711-4693） 

3 就学援助の認定要件 

4 主な支給費目 

5 申請にあたっての注意点 


